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証券コード6522
2025年11月10日

（電子提供措置の開始日 2025年11月６日）
株 主 各 位

大 阪 市 淀 川 区 木 川 西 二 丁 目 ２ − １
株 式 会 社 ア ス タ リ ス ク
代表取締役執行役員社長 鈴 木 規 之

第19回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第19回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第19回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト
https://www.asx.co.jp/ir/library/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

当社IRサイト
https://www.asx.co.jp/ir/

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※東京証券取引所ウェブサイトについては、銘柄名に「アスタリスク」又はコードに「6522」
を入力いただき、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択の上、当社株主総会招集ご通知を
ご覧ください。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、後述のご案内
に従って2025年11月27日（木曜日）午後６時までに議決権を行使くださいますようお願い申
し上げます。

敬 具
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記
１．日 時 2025年11月28日（金曜日）午前10時30分（受付開始時刻は午前10時15分）
２．場 所 大阪市淀川区西中島５-14-10 新大阪トヨタビル９Ｆ

アットビジネスセンターPREMIUM新大阪（正面口駅前）901号室
（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報告事項 １．第19期（2024年９月１日から2025年８月31日）事業報告、連結計算書類

並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第19期（2024年９月１日から2025年８月31日）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプショ
ンとしての新株予約権を発行する件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご持参くださいますようお願い申し上げます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
◎書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には、法令及び当社定款第12条第２項の規定に基づき、下記の事項を記載し
ておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部でありま
す。
・連結計算書類の連結注記表
・計算書類の個別注記表
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議決権行使の方法についてのご案内
書面にて行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、行使期限までに到着するよ
うご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の
意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2025年11月27日（木曜日）午後６時到着

株主総会にご出席の場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025年11月28日（金曜日）午前10時30分

インターネットで事前に議決権行使される場合
パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。スマートフォンをご利用の場合は、QRコードにより直
接議決権の行使が可能です。
（QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。）
行使期限 2025年11月27日（木曜日）午後６時受付分まで

議決権の
重複行使の
取り扱い

（１）書面とインターネットにより議決権を重複して事前に行使された場合は、インターネ
ットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

（２）インターネットにより複数回事前に議決権行使された場合は、最後に行われたものを
有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

ご留意事項 ・議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は
株主様のご負担となります。

・株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。
・議決権行使ウェブサイトは、フィーチャーフォン等一部の携帯電話を用いたインターネットで
はご利用いただけませんのでご了承ください。

2025年10月27日 14時28分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



見本

― 4 ―

インターネットによる事前の議決権行使のご案内
インターネットによる事前の議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する

下記の議決権行使ウェブサイトにてご利用いただくことが可能です。

スマートフォンをご利用の方 パソコンをご利用の方
① 同封の議決権行使書用紙に記載の「ス

マートフォン用QRコード」を読み取
りいただくことにより、簡単に議決権
を行使いただくことができます。

② 以降は画面の案内にしたがって
議案の賛否をご入力ください。

一度議決権を行使された後で行使内容を変更され
る場合は、パソコン向けサイトにアクセスしてい
ただき、議決権行使書用紙に記載の「ログイン
ID」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案
内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

① 議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。
https://www.net-vote.com/

② 同封の議決権行使書用紙に記載の「ロ
グインID」及び「パスワード」をご利
用の上、画面の案内にしたがって議案
の賛否をご入力ください。

ログインＩＤ及びパスワードのお取り扱いについて
（１）議決権行使書用紙に記載されている「ログインＩＤ」及び「パスワード」は、本株主総会に限り有効です。
（２）パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。

大切にお取り扱いください。
（３）パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルまでご連絡ください。

インターネットによる事前の議決権行使に関するお問い合わせ先
株式会社アイ・アール ジャパン証券代行業務部

専用
ダイヤル 0120-975-960 受付時間 午前９時〜午後５時

（土・日・祝日を除く）
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株主総会参考書類

第１号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満

了となりますので、取締役（監査等委員であるものを除く。）４名の選任をお願いするもので
あります。
取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役（監査等委員である取

締役を除く。）候補者について適任であると判断しております。
候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 取締役会出席率 候補者の属性

１ 鈴
すず

木
き

規
のり

之
ゆき

代表取締役執行役員社長 100％
（21回中21回） 再任

２ 加
か

藤
とう

栄多郎
えい た ろう

取締役執行役員事業部長 100％
（21回中21回） 再任

３ 中
なか

川
がわ

陽
よう

介
すけ

取締役執行役員技術室長 100％
（17回中17回） 再任

４ 太
おお

田
た

尚
なお

友
と

― ― 新任
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位及び担当

(重要な兼職の状況)
所有する当社
の 株 式 数

１

鈴
すず

木
き

規
のり

之
ゆき

（1972年８月31日）

再任

1997年４月 東レ株式会社 入社
1998年４月 株式会社東レシステムセンター出向
2006年９月 当社設立 代表取締役社長就任
2012年５月 大連明日星科技有限公司設立 董事長就任（現任）
2014年10月 当社代表取締役執行役員社長就任（現任）
2015年１月 AsReader, Inc. 設立取締役CEO 就任（現任）
2018年２月 AsReader Europe B.V.設立CEO就任
2023年６月 株式会社自動レジ研究所

代表取締役就任（現任）

162,000株

（取締役候補者とした理由）
鈴木規之氏は、当社の創業者でもあり、創業当時から当社の代表取締役として強いリーダーシップ、

様々な新製品の基礎となるアイデアの起案、迅速な決断力や実行力により、当社グループをけん引し
てまいりました。これまでの実績から、今後も当社の発展に寄与することが期待できるため、引き続
き選任をお願いするものであります。

２

加
か

藤
とう

栄多郎
えい た ろう

（1973年３月13日）

再任

1998年２月 株式会社ディジ・テック研究所（現 株式会社
ディジ・テック）入社

2011年１月 当社 入社 営業部部長兼ビジネスソリューシ
ョン開発事業部部長就任

2012年９月 当社 取締役就任（現任）
2014年４月 当社 東京事業部長就任
2014年10月 当社 執行役員就任（現任）
2020年９月 当社 事業部長就任（現任）
2023年６月 株式会社自動レジ研究所 取締役就任

20,400株

（取締役候補者とした理由）
加藤栄多郎氏は、当社の営業部門の責任者として永くその責務を果たし、当社製品の販売体制の構

築を通じて、当社グループをけん引してまいりました。これまでの実績から、今後も当社の発展に寄
与することが期待できるため、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位及び担当

(重要な兼職の状況)
所有する当社
の 株 式 数

３

中
なか

川
がわ

陽
よう

介
すけ

(1974年11月13日)

再任

1998年 4 月 株式会社湯山製作所 入社
2000年 3 月 株式会社ディジ・テック 入社
2017年 1 月 星和電機株式会社 入社
2023年 1 月 当社入社 生産技術室 R&Dセクション 技

術フェロー就任
2023年 6 月 当社 生産技術室 R&Dセクション マネー

ジャー就任
2023年 9 月 当社 執行役員技術室長就任
2024年11月 当社 取締役執行役員技術室長就任（現任）
2025年10月 株式会社自動レジ研究所 取締役就任（現任）

1,416株

（取締役候補者とした理由）
中川陽介氏は、当社の研究開発の責任者としてその責務を果たし、各研究開発テーマの推進に取り

組み、当社グループをけん引してまいりました。これまでの実績から、今後も当社の発展に寄与する
ことが期待できるため、引き続き選任をお願いするものであります。

４

太
おお

田
た

尚
なお

友
と

（1976年2月23日）

新任

2002年 1 月 株式会社光通信 入社
2004年 9 月 日本テレホン株式会社 入社
2007年10月 関西ブロードバンド株式会社 入社
2011年 1 月 株式会社ポラリス 入社
2019年 2 月 ＷＢＦホールディングス株式会社 入社
2020年 7 月 株式会社エアロジーラボ 執行役員就任
2023年 4 月 株式会社グラッドキューブ 入社

―株

（取締役候補者とした理由）
太田尚友氏は、事業会社において経営企画および管理部門の要職を歴任し、豊富な実務経験と高い

専門性を有しております。財務・会計分野に関する深い知見に加え、MBA取得により培った戦略的思
考力とグローバルな経営感覚を備えており、当社の成長戦略の実行や経営基盤の強化に大きく寄与す
ることが期待できるため、選任をお願いするものであります。

（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
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第２号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査

等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、予め監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
ふ り が な
氏 名

（生 年 月 日）
略歴、当社における地位及び担当

(重要な兼職の状況)
所有する当社
の 株 式 数

辻
つじ

本
もと

希世士
き よ し

（1973年１月20日）

社外 独立役員

2000年４月 弁護士登録
2000年４月 村辻法律事務所入所
2001年７月 弁理士登録
2003年３月 辻本法律特許事務所入所 副所長就任
2006年３月 ニューヨーク州弁護士登録
2006年４月 国立大学法人山口大学客員教授（現任）
2009年１月 辻本法律特許事務所 所長就任（現任）
2020年11月 当社社外取締役就任（現任）

4,000株

（補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割）
辻本希世士氏は、弁護士・弁理士としての専門知識と見識を有しており、2020年の当社社外取締役就任か

ら2025年11月まで、当社の知的財産・法務分野において助言等をいただいております。本総会をもって当
社社外取締役を退任されますが、これまでの実績から、今後も当社の経営に対する助言等をいただけること
が期待できるため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．辻本希世士氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
３．辻本希世士氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任年数は本株主総会終結の時をもって５年

となります。
４．辻本希世士氏が就任された場合は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第1項の損

害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
法令が定める額としております。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとして
の新株予約権を発行する件

１．新株予約権を発行する目的
当社の業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、株主の皆様との一層の

価値共有を図ることを目的として、会社法第361条第１項第４号の規定により、当社取締役
（監査等委員である取締役を除く。）３名に対して、300個（新株予約権１個当たりの目的たる
株式の数は100株）を上限として、ストック・オプション報酬として新株予約権を発行するこ
とについてのご承認をお願いするものであります。
当該ストック・オプションは、対象取締役の業務執行の状況、貢献度等諸般の事情を総合的

に勘案して定めており、また、ストックオプションの権利行使により発行される株式の発行済
株式総数に占める割合は低く、希薄化率は軽微であることから、対象取締役の報酬等の内容は
相当であると考えております。

２．発行する新株予約権の内容
（１）新株予約権の割当対象者

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）とする。
（２）新株予約権の目的である株式の数またはその算定方法

当社株式30,000株
なお、当社が株式分割（株式無償割当を含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合、

次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予
約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行わ
れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い

完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と
認める株式数の調整を行うことができるものとする。

（３）新株予約権の総数
300個（新株予約権１個につき当社株式100株。ただし、前項に定める株式の数の調整を

行った場合は、同様の調整を行う。なお、総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなさ
れなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権
の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。）
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（４）新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

（５）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法
各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、各新株予約権

の行使に際して払込みをすべき１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に
各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の

終値（取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値）とする。
ただし、新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整さ

れた行使価額に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。
なお、調整後の行使価額は１円未満の端数を切り上げる。

記
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを
除く。）、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合（以下の算式にお
いて、新規発行には処分も含むものとし、その場合の「新規発行株式数」は「処分する
自己株式数」と「新規発行前の株価」は「処分前の株価」と読み替えるものとする。）

調整後行使価額＝調整前行使価額×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

（６）新株予約権の権利行使期間
2027年11月29日から2035年11月28日

（７）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第１７条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の
結果１円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
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② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（８）新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権は、当会社の株式が株式会社東京証券取引所プライム市場に上場する日まで
は本新株予約権の権利を行使することができないものとする。
② 新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）が死亡した場合、相続人
による新株予約権の相続は認めない。
③ 新株予約権者が権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または使用
人の地位にあることを条件とする。
④ その他の行使の条件については、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

（９）新株予約権の取得事由および取得の条件
① 当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約
もしくは新設分割計画承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移
転計画承認の議案につき、株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、取締役
会決議がなされた場合）には、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償にて取得するこ
とができる。
② 当社は、新株予約権者が（８）に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさ
ず、新株予約権を行使できなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償
にて取得することができる。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後に
一括して行うことができるものとする。

（10）新株予約権の譲渡による取得の制限
新株予約権者は本新株予約権を譲渡し、または本新株予約権に担保を設定することができ

ない。
（11）端数の取扱い

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合
には、これを切り捨てるものとする。

（12）新株予約権の割当日
2025年12月15日

（13）新株予約権の行使に際しての払込取扱銀行およびその取扱場所
当社が指定する銀行とする。
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（14）その他
その他新株予約権の発行に関して必要な事項は今後の取締役会において決定する。

３．新株予約権の公正価額の算定基準
付与対象となる取締役に対する報酬等の具体的な算定方法は、新株予約権１個当たりの公正

価額に、新株予約権の割当日に在任する付与対象となる取締役に割り当てる新株予約権の総数
を乗じて得られる価額とする。
この場合における新株予約権の金額は、新株予約権の割当日の株価及び新株予約権の内容そ

の他の諸条件をもとにブラック・ショールズ・モデル等の株式オプション価格算定モデルを用
いて算定した公正価額に基づくものとします。

以 上
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[ご参考]本定時株主総会終結後の取締役会メンバーのスキル・マトリックス

No 内外 氏名

スキル・マトリックス

企業経営
企業戦略

営業戦略
マーケテ
ィング

研究開発 知財戦略
法務

コンプラ
イアンス

財務戦略
会計 人事労務

取締役

１ 内 鈴木 規之 ○ ○ ○ ○

２ 内 加藤 栄多郎 ○

３ 内 中川 陽介 ○ ○

４ 内 太田 尚友 ○ ○ ○

取締役
監査等
委員

― 内 石田 泰一 ○ ○ ○

― 外 岩﨑 文夫 ○

― 外 山元 教有 ○ ○ ○

スキル項目 ○印をつける理由

企業経営・企業戦略 企業経営・企業の重要な意思決定に携わった経験等を踏まえ、経営戦略策定に
貢献

営業戦略・マーケティング 国内外のマーケットのトレンドの把握、営業戦略の決定において経営に貢献

研究開発 新技術の研究開発において経営に貢献

知財戦略 事業に則った知財戦略の立案と発明で経営に貢献

法務・コンプライアンス 法務・コンプライアンスに関する経験・知見を踏まえて経営に貢献

財務戦略・会計 財務、会計、税務に関する経験・知見を踏まえて経営に貢献

人事労務 人事・労務に関する経験・知見を踏まえて経営に貢献
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事 業 報 告

（2024
2025

年
年

９
８

月
月

１
31

日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境の改善に基づく国内個人消費や海外から
のインバウンド消費による回復基調が維持されました。しかし、国内においては政策金利の
上昇、海外においては米国の経済政策の大幅な変更やその影響への警戒感が要因となり、為
替市場を中心に不透明な状況が続いております。
このような経済環境のもと、当社グループは「モノ認識 x モバイル x 自動化 =

AsReader」を軸とした事業展開を行ってまいりました。バーコードリーダー、RFIDリーダ
ー／ライター、赤外線通信リーダーなどから構成される「AsReader」の販売と、当該製品
を活用するためのアプリケーションやシステムの提供により、お客様のＤＸを推進、省力
化・効率化を進めてまいりました。また、次期主力製品とするべく画像認識技術（顔認証技
術・人追跡技術など）やリニアモーター技術を活用した新製品の研究・開発を進めておりま
す。ソフトウエアにも注力しており、スマートフォンのカメラで高速かつ一括読み取りが可
能な、当社独自の二次元コード「AsCode」の開発も進行中です。物流・小売分野における
業務効率化を実現する技術として、今後の事業展開を見据えながら開発を進めております。
さらに、前連結会計年度に開発したOCRとバーコードを活用した賞味・消費期限管理ア

プリ「SdcO(エスデコ)」について、小売店舗への導入が実現いたしました。現場での運用
を通じて、省力化や食品ロス削減に貢献するソリューションとして、今後さらに販路拡大を
図ってまいります。
中長期的な成長を維持する観点から、営業・研究開発・広報面での人材強化や、大きなシ

ナジーを生む可能性のある企業との資本業務提携、新たなDX提案に向けた研究開発の促進
を図ってまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は1,666百万円（前期比5.6％増加）、営業損失は
125百万円（前期は224百万円の営業損失）、経常損失は128百万円（前期は176百万円の
経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は182百万円（前期は389百万円の親会社株
主に帰属する当期純損失）となりました。
セグメント別の経営成績につきましては以下のとおりであります。
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（セグメント別の経営成績）
①AsReader事業

区 分
前 期

（2024年８月期）
（百万円）

当 期
（2025年８月期）

（百万円）

前期比増減（△）
金 額

（百万円）
増減率
（％）

売上高 1,290 1,384 93 7.3
セグメント利益又はセグ
メント損失(△) △41 63 104 −

AsReader事業の連結売上高は1,384百万円(前連結会計年度比7.3％増)、セグメント利益
は63百万円(前連結会計年度は41百万円のセグメント損失)となりました。当社主力商品で
ある「AsReader」の販売では、国内向けでは、自動販売機業界、製造業界、輸送業界、卸
売・小売業界、医療業界への販売が順調に進捗しました。一方で海外向けでは、飲料メーカ
ーへの追加納入がありましたが、販売が計画より遅延している案件が発生しております。ま
た、顔認証技術をはじめとした新商品開発に関する費用、顔認証レジの実証店舗運営に関す
る費用は継続して発生しております。以上により、前年同期に比べ売上高は増加、セグメン
ト利益を確保する結果となりました。

②システムインテグレーション事業

区 分
前 期

（2024年８月期）
（百万円）

当 期
（2025年８月期）

（百万円）

前期比増減（△）
金 額

（百万円）
増減率
（％）

売上高 276 269 △6 △2.4
セグメント利益又はセグ
メント損失(△) 4 △14 △18 −

システムインテグレーション事業の連結売上高は269百万円(前連結会計年度比2.4％減)、
セグメント損失は14百万円(前連結会計年度は4百万円のセグメント利益)となりました。ソ
フトウエアの受託開発につきましては、ハードウエアとの融合による新しいビジネスモデル
への転換を図り、利益体質の構築を目指してまいりました。物流業界向け、小売業界向け、
医療業界向け、不動産業界向けなどのシステム開発の納入、製造業界、小売業界、食品業界
の受注がありましたが、一部案件において進捗の遅れの発生、継続している不採算案件に関
して追加で受注損失引当金を計上したため、セグメント利益が前年同期に対し、大幅に減少
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し、セグメント損失を計上する結果となりました。

③賃貸事業

区 分
前 期

（2024年８月期）
（百万円）

当 期
（2025年８月期）

（百万円）

前期比増減（△）
金 額

（百万円）
増減率
（％）

売上高 11 12 0 7.3
セグメント利益 2 1 △0 △11.3

本社兼研究所（AsTech Osaka Building）の７階〜９階の３フロアを賃貸しているもの
であります。
2025年８月期中において入居率100％を維持した結果、賃貸事業の連結売上高は12百万

円、セグメント利益は1百万円となりました。

（2）設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は23,828千

円であります。その主なものは次のとおりであります。
・在庫管理ソフトウエア及び期限管理ソフトウエア 6,635千円
・金型等生産設備 6,018千円
・AsReaderレンタル用機器 5,477千円
・実証実験用設備 4,917千円

（3）資金調達の状況
当社は機動的かつ安定的な運転資金の調達を行うため、取引銀行８行と総額1,150百万円

の当座貸越契約を締結しており、当連結会計年度末における借入実行残高は650百万円とな
っております。
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（4）財産及び損益の状況

区 分 第 16 期
（2022年８月期）

第 17 期
（2023年８月期）

第 18 期
（2024年８月期）

第 19 期
（当連結会計年度）
（2025年８月期）

売 上 高（千円） 2,407,387 1,759,851 1,578,458 1,666,306
経常利益又は経常損失(△)（千円） 473,724 △179,540 △176,903 △128,970
親会社株主に帰属する当期純利益又は
親会社株主に帰属する当期純損失(△)（千円） 322,542 △170,071 △389,744 △182,293
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)（円） 46.82 △24.01 △54.81 △24.42
総 資 産（千円） 2,519,553 2,719,298 2,657,236 2,781,213
純 資 産（千円） 2,072,219 1,934,904 1,539,297 1,729,225
１株当たり純資産額（円） 293.71 272.16 216.40 221.69
（注）１．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数により、また1株当た

り純資産額については期末発行済株式総数に基づき算出しております。
２．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及び１株当たり純資産額は、表示単位未満の端数

を四捨五入して表示しております。
３．当社は、2021年11月26日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、第

16期の期首に株式分割が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失及
び１株当たり純資産額を算定しております。
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（5）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当 社 の
持株比率 主 要 な 事 業 内 容

大連明日星科技有限公司 379千人民元 100.0％ システムインテグレーション事業
AsReader事業

AsReader,Inc. 50,000米ドル 100.0％ AsReader事業
株式会社自動レジ研究所 1,000千円 100.0％ AsReader事業
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（6）対処すべき課題
今後の経済環境は『１．企業集団の現況に関する事項（1）事業の経過及びその成果』に

記載のとおり、依然として先行きは不透明な状況が続くものと見込まれます。このような環
境の中、当社は今後もさらに事業を拡大させ、新しい付加価値を創出していくために、以下
の項目に取り組んでまいります。

①製造に関する課題
当社の主力製品である「AsReader」シリーズは、全て海外の協力企業におけるEMS（電

子機器受託製造サービス）によって生産を行っております。このような委託生産体制は、高
品質かつ効率的な製造を実現する一方で、急な仕様変更や生産数量の調整が難しいという側
面もあります。そのため、当社では市場動向や需要予測を的確に捉え、適切な生産計画の立
案・遂行を重視しております。
また、グローバルなサプライチェーンを活用していることから、為替レートの変動が製造

原価に影響を及ぼす可能性が常に存在します。これに対しては、為替リスクの最小化を図る
ための管理体制を強化し、コスト構造の安定化に取り組んでおります。
今後も、柔軟かつ計画的な生産体制とリスク管理の強化を通じて、安定的な製品供給と収

益性の確保を図ってまいります。

②営業手法の転換
自動認識技術を核としたソリューション提供を通じて、顧客の業務効率化やDX推進に寄

与するB to B企業として、更なる事業基盤の強化と持続的な成長を目指しております。そ
の中で、近年の市場環境の変化や顧客ニーズの高度化に対応するため、営業体制及び営業戦
略の抜本的な見直しを進めております。
まず、当社は営業組織をプロダクト別に再編成いたしました。具体的には、バーコードソ

リューション、RFIDソリューションなどの各プロダクトに特化した営業チームを編成し、
各チームが特定領域の知見を深めることで、より専門性の高いソリューション提案を可能と
しています。この体制により、顧客の課題を的確に捉えた提案活動を実現し、売上拡大を図
るとともに、顧客満足度の向上を目指しております。
さらに、営業活動の再現性と組織的な知見の蓄積を目的として「営業促進室」を第20期

から新設し、営業手法に関するPDCAサイクルを全社的に運用しております。これにより、
属人的な営業スタイルから脱却し、標準化された高品質な営業活動を実現する体制の構築を
進めております。
また、当社の大きな特徴である “ハードとソフトの融合” という強みを活かし、単なる機

器販売にとどまらず、アプリケーション開発、システム統合、業務フロー改革までを一貫し
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て支援する、ワンストップの課題解決ベンダーとしての地位確立を目指しております。これ
により、従来のシステム開発会社やコンサルタント、自動認識機器メーカーとは一線を画
し、統合型ソリューションの提供によって他社との差別化を図ってまいります。
営業展開面では、これまでのエンドユーザーへの直接営業に加え、代理店網の構築を進め

ており、全国規模での営業網強化に取り組んでおります。将来的には、グローバル展開も視
野に入れながら、当社独自の自動認識ソリューションをより多くの企業へと届けていく所存
です。
当社は今後も、ハード・ソフトの融合による包括的な価値提供と、組織的な営業力強化の

両面から、競争優位性の確立と企業価値の向上に努めてまいります。

③グローバル市場の開拓と海外管理体制の強化
当社の主力製品である「AsReader」シリーズは、その汎用性と技術的優位性から、今

後、米国及び欧州を中心としたグローバル市場において、更なる需要拡大が見込まれており
ます。これらの成長市場を確実に捉えることは、当社の中長期的な事業拡大にとって極めて
重要であると認識しております。
米国及び欧州地域においては、現地子会社であるAsReader, Inc.を販売拠点とし、病院な

どの医療機関、イベント関連企業、米国海軍、警察署、牧場の家畜管理、飲料メーカーな
ど、多様な業種に対して着実に販路を構築しております。アジア地域においては、中国・大
連市にある大連明日星科技有限公司を中核とした安定的な販売体制の確立を目指しており、
中国本土及び台湾を中心に市場開拓を一層推進してまいります。
今後、グローバル市場における持続的な成長を実現するためには、単なる販売活動にとど

まらず、地域ごとの特性を踏まえたエリア・マーケティング戦略の展開が不可欠と考えてお
ります。特に重要なポイントとしては、①ターゲット市場の明確化、②最適な販路構築、③
現地ニーズに即した商品開発の3点を挙げております。中でも、欧米市場の本格的な展開に
向けては、各国の品質基準や顧客要望に対応できる「現地適合商品」の開発が喫緊の課題で
あり、これに対応する開発体制の強化を進めております。
あわせて、海外の主要展示会への出展を通じて、現地ユーザーからの要望や機能的な訴求

点を積極的に収集し、それらを製品開発の方針に反映することで、マーケットイン型の商品
企画・開発体制を強化しています。
また、グローバル展開に伴い、グループ全体での管理体制強化も重要な経営課題として認

識しております。現在は、海外子会社との円滑な情報連携と業務効率の向上を目的に、基幹
システム及び会計システムの国際連携を進めており、統合的なグローバル管理体制の構築に
取り組んでおります。
当社は今後も、地域特性に適合した柔軟かつ強固な戦略と、統合的なグローバル経営体制
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の構築を通じて、国際市場での競争力強化と企業価値の持続的な向上を目指してまいりま
す。

④新技術（自動認識技術）の深耕と新商品の上市
当社は、エンドユーザーの業務現場における課題やニーズを的確に把握し、それに対応す

る技術開発・商品開発を継続的に推進しております。こうしたユーザー志向の開発姿勢を通
じて、新たな価値を市場に提供するとともに、収益基盤の強化と持続的な企業成長につなげ
てまいります。
中でも、当社が強みを持つ自動認識技術の深耕は、将来的なコアコンピタンス（企業の中

核的な競争力）として極めて重要であると捉えており、関連技術に関する知的財産（特許）
取得にも積極的に取り組んでおります。これらの先進技術を活用した新商品の市場投入によ
り、社会課題の解決や業務革新に寄与し、新たな価値創造を図ってまいります。
さらに、画像認識分野においては、人物認識やシンボル解析（バーコード、QRコード、

その他の記号認識）などを中心に研究を進めており、従来のロジカルなアルゴリズムに加え
て、AI（人工知能）を活用した機械学習やディープラーニング（深層学習）による精度向上
にも注力しています。こうした技術進化により、画像認識と当社が長年蓄積してきたバーコ
ード・RFIDの自動認識技術、センサー技術とを融合させることで、自動認識を起点とした
DX（デジタルトランスフォーメーション）の実現が可能になります。
新たな技術応用の一例としては、療養型病棟を想定した画像認識技術による人検出・動体

追跡を活用し、入院患者の動線を把握して徘徊を未然に防止するシステムの構築など、医
療・介護現場におけるセキュリティ強化に貢献する取り組みも進行中です。今後も、社会的
ニーズの高い分野における技術応用を積極的に展開してまいります。

⑤RFID市場での知名度の向上
当社は、2014年7月にRFIDリーダー／ライターを市場に投入して以降、約10年にわたり

製品展開を行ってまいりましたが、現時点では業界全体における当社の認知度は十分とはい
えず、更なるブランド向上が必要であると認識しております。
今後は、既存製品の更なる差別化を図るとともに、個品単位での在庫管理を実現するアプ

リケーション「AsForce（アズフォース）」などのソリューションを強化し、RFID市場にお
けるプレゼンス向上に努めてまいります。また、業界展示会への積極的な出展や、当社単独
で開催する「AsReader Conference」を通じて、導入事例や自動認識技術の紹介、新製品
情報や海外事例の共有を行うことで、当社の強みを発信し、市場での認知度及び評価の向上
を図ってまいります。
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⑥地域密着型営業活動の推進
当社は、地域ごとのニーズに迅速かつ柔軟に対応するための地域密着型営業体制の構築を

重要な経営戦略の一つとして位置付けております。その一環として、2020年11月に名古屋
営業所を開設し、地域特性に応じた提案力とサービス体制の強化を図ってまいりました。
今後も、顧客満足度の一層の向上と事業の持続的成長を目指し、順次新たな営業所を開設

することで、全国のお客様に対して、より質の高い提案とサポートを提供できる体制の整備
を進めてまいります。

⑦ストックビジネスの拡大
当社は、持続的な収益構造の確立に向けて、ストック型ビジネスの拡大を重要な経営課題

と位置付けております。現在は、ハードウェア製品の販売に加えて、以下のようなストック
型サービスを展開しております。
・年間保守契約サービス「AsReader Care Select」
・既存システムと連携可能な在庫管理・POSアプリ「AsReader Apps」
・顔認証技術を用いたスマートロックシステム「AsReader GoMA（ゴマッ）」の月額課

金サービス
・賞味期限管理アプリ「SdcO（エスデコ）」のサブスクリプション展開
今後も、既存サービスの拡充とともに、新たなストック型ビジネスモデルの構築を推進

し、安定的な収益基盤の拡大を図ってまいります。

⑧特許戦略の構築
当社は、特許をはじめとする知的財産の保有・活用を、持続的競争力の源泉である重要な

経営資源と位置付けており、知的財産戦略の明確化と組織的な推進に取り組んでおります。
営業・開発・生産・管理部門が連携し、特許出願や権利化を積極的に行う体制を整備して

おり、これにより新規市場への参入や新規顧客の獲得に向けた優位性の確保を目指しており
ます。また、第三者の知的財産権を侵害しないためのリスク管理も徹底しており、法的リス
クの低減と事業継続性の確保を図っております。
知財活動のレベル向上に向けては、顧問弁理士による社内研修や勉強会の実施など、社内

の知財リテラシー向上にも努めております。

⑨人材の確保
当社は、少人数による効率的な組織運営を強みとしてまいりましたが、今後の事業拡大に

対応するためには、優秀な人材の確保と育成が極めて重要な経営課題であると認識しており
ます。
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採用活動においては、当社の経営理念に共感し、高い意欲と実行力を備えた人材を対象と
した中途採用に加え、将来の中核人材を育成するための新卒定期採用も積極的に行ってまい
ります。今後も、柔軟で活力ある組織づくりを推進してまいります。

⑩内部管理体制の強化
当社は、企業価値の持続的な向上を実現する上で、コーポレート・ガバナンスと内部管理

体制の整備・強化が不可欠であると考えております。現状は小規模な組織体制であるもの
の、事業拡大に対応するため、業務執行体制の見直し・強化を継続的に行っております。
特に、財務報告の信頼性と業務の適正性を確保するために、内部統制システムの整備と運

用を徹底するとともに、法令遵守の徹底と健全な倫理観に基づいた組織運営を推進してまい
ります。

⑪リスクマネジメントへの取り組み
近年、予期せぬ規模で自然災害や感染症が発生しており、事業継続計画（BCP）の重要性

がますます高まっております。当社では、万が一の災害発生時にも、被害の最小化と迅速な
事業再開を実現できるよう、業務インフラや緊急連絡体制の強化、本社・拠点施設の見直し
を行っております。
今後も、様々なリスクに対して迅速かつ柔軟に対応できる企業体制の整備を通じて、事業

の安定性と社会的信頼の確保を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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（継続企業の前提に関する重要事象等）
当社グループは、主にバーコード及びRFID等を活用した自動認識ソリューションの提供を行

っております。国内市場においては堅調に推移しており、2023年8月期及び2024年8月期の2
期連続で営業損失を計上しておりましたが、現在（2025年８月期）は、営業体制の再構築や新
たなストック型商材の開発・販売等を通じて、収益性の改善に取り組み、営業黒字化を達成いた
しました。
一方で、米国において販売活動を行っている連結子会社AsReader, Inc.は、いくつかの大型案

件の商談が継続しているものの受注・出荷に至っておらず、2023年8月期から2025年8月期の
3期連続で営業損失を計上しており、当社グループ全体の業績に影響を与えております。

この結果、前連結会計年度及び当連結会計年度において営業キャッシュ・フローは黒字に転じ
たものの、営業損失を計上する結果となりました。

このような状況は、当社グループの事業継続に関して重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況が存在することを示しております。しかしながら、当社グループは、これらの状況を解消す
るため、以下の施策を実施しております。

① 営業体制の強化と収益性改善
国内市場において、これまで東日本・西日本による地域制の営業体制から、バーコード、

RFIDといったプロダクト別の専門性を軸とした営業体制に再編しております。これにより営業
担当者の製品知識・技術提案力の向上を図り、顧客ニーズに即した営業活動を強化。収益性改善
と増収増益に向けて活動してまいります。
また、リニア技術や当社独自技術であるAsCodeを活用した新たなソリューションの開発・拡

販にも注力しており、国内市場を中心に営業活動の効率化と収益力の向上を進めております。

② ストック型商材による安定収益の確保
SdcO（賞味・消費期限管理アプリ）やCount Pipe（鋼管カウントアプリ）など、月額課金

型のストック型商材のラインナップを拡充し、安定的な収益基盤の構築を進めております。これ
らのサービスは、小売業界等の幅広い業種での活用が見込まれており、今後の成長ドライバーと
して位置付けております。

③ 資金の確保と財務の健全化
当社は、既に手元資金として約2年分の運転資金に相当するキャッシュを確保しているほか、

当座貸越枠の設定や新株予約権の発行等により、今後の資金需要にも対応可能な体制を整えてお
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ります。加えて、必要に応じて金融機関との協議も継続的に実施しております。

④ コスト削減と運営体制の見直し
収益性の向上に向け、売上に直結しないコストの把握と管理、及び販管費の削減に取り組んで

おります。あわせて、事業運営体制の効率化を進めることで、継続的なコスト圧縮を図っており
ます。

なお、米国子会社AsReader, Inc.については、現時点で売上には至っていないものの、商談案
件は複数存在しており、現時点においては閉鎖する予定はございません。当社からの営業支援を
行う等販売体制の強化を行い、大型案件の獲得を目指してまいります。

以上のように、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が存在してお
りますが、これらへの対応策を実行しており、現時点において重要な不確実性は認められないと
判断しております。
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（7）主要な事業内容（2025年８月31日現在）
当社グループの主要な事業は、AsReader事業及びシステムインテグレーション事業であ

ります。
区 分 事 業 内 容

AsReader事業
バーコードリーダー、RFIDリーダー／ライター、赤外線通信
リーダー、画像認識ソリューションの開発、設計、製造、販
売、保守

システムインテグレーション事業 システム開発、構築、保守

（8）主要な営業所（2025年８月31日現在）
① 当社の主要な事業所及び工場
名 称 所 在 地

本社兼研究所 大阪市淀川区
倉庫 滋賀県栗東市
東京事業所 東京都中央区
名古屋営業所 名古屋市中区

② 子会社の事業所
名 称 所 在 地

大連明日星科技有限公司 中国 大連市
大連明日星科技有限公司 深圳分公司 中国 深圳市
AsReader,Inc. アメリカ ポートランド
株式会社自動レジ研究所 大阪市淀川区
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（9）従業員の状況（2025年８月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減
AsReader事業 34（27）名 1名減（3名増）
システムインテグレーション事業 32（1）名 3名減（1名減）
全社（共通） 9（7）名 −（1名増）

合 計 75（35）名 4名減（3名増）
（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属する
従業員であります。

② 当社の従業員の状況
従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数
50名 (16名) 1名減 (−) 43.4歳 6.0年

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。

（10）主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株式会社山陰合同銀行 500百万円
株式会社四国銀行 121百万円
株式会社伊予銀行 50百万円
株式会社百十四銀行 30百万円
株式会社商工組合中央金庫 20百万円

（11）その他企業集団の現況に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。
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２．会社の現況
（1）株式の状況（2025年８月31日現在）

① 発行可能株式総数 28,200,000株

② 発行済株式の総数 7,796,800株

③ 株主数 5,874名

④ 大株主
株 主 名 持 株 数（株） 持株比率（％）

トリプルウィン株式会社 3,200,000株 41.0
株式会社ＳＢＩ証券 167,330株 2.1
鈴木規之 162,000株 2.1
熊本尚樹 105,000株 1.3
薛文宝 83,000株 1.1
楽天証券株式会社 61,800株 0.8
松島裕一郎 51,000株 0.7
村松翔 48,000株 0.6
アスタリスク従業員持株会 47,737株 0.6
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR
PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR
THIRD PARTY

47,500株 0.6

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

⑥ その他株式に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。
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⑦ 会社の新株予約権等に関する事項
ⅰ 当事業年度末における当社役員の新株予約権の保有状況

発行決議の日 新株予約権の数
（個）

目的となる株式の
種類及び数（株） 発行価額

第２回新株予約権 2016年10月１日 2,000 普通株式 8,000 無償
第３回新株予約権 2018年12月28日 1,000 普通株式 4,000 無償
第４回新株予約権 2021年１月５日 1,000 普通株式 4,000 無償

上記新株予約権のうち当社役員の保有状況

名 称 目的である株式の
種類及び数（株）

保有者数
（名）

取締役
（監査等委員及び社外取締役を除く）

第２回新株予約権 普通株式 8,000 １
第３回新株予約権 普通株式 4,000 １
第４回新株予約権 普通株式 4,000 １

ⅱ 当事業年度中に職務の執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況
記載すべき事項はありません。

ⅲ その他新株予約権等に関する重要な事項
記載すべき事項はありません。
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（2）会社役員の状況
① 取締役の状況

会社における地位及び担当 氏 名 重要な兼職の状況

代表取締役執行役員社長 鈴木規之
大連明日星科技有限公司董事長
AsReader,Inc.取締役CEO
株式会社自動レジ研究所 代表取締役

取締役執行役員事業部長 加藤栄多郎 株式会社自動レジ研究所 取締役
取締役執行役員管理統括室長 山本和矢 株式会社自動レジ研究所 取締役
取締役執行役員技術室長 中川陽介

社外取締役 辻本希世士
(注)１、(注)２

辻本法律特許事務所 所長
国立大学法人山口大学客員教授

取締役（常勤監査等委員） 石田泰一 (注)５

社外取締役（監査等委員） 岩﨑文夫
(注)１、(注)３

社外取締役（監査等委員） 山元教有
(注)１、(注)４ 澤電気機械株式会社 営業部部長

（注）１．取締役辻本希世士氏、岩﨑文夫氏、山元教有氏は、社外取締役であります。
２．取締役辻本希世士氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また弁理士として知的財産権にも

精通しており、企業法務及び知的財産権に関する相当程度の知見を有するものであります。
３．取締役岩﨑文夫は、経営者としての経験と知識を有し、その知識、経験に基づく経営全般の助言を

行っております。
４．取締役山元教有氏は、中小企業診断士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの

であります。
５．監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重

要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分
な連携を可能とすべく、石田泰一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
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② 責任限定契約の概要
当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との間で賠償責任を法令に定める

最低責任限度額に限定することができる旨を定款に定めております。当事業年度末日現
在、会社は取締役辻本希世士氏、石田泰一氏、岩﨑文夫氏、山元教有氏との間で、職務を
行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは会社法第425条第１項に定める最低責任
限度額を損害賠償責任限度額とする旨の契約を締結しております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。

④ 取締役の報酬等
ⅰ 役員報酬に関する基本方針

会社への貢献度、今後の役割と期待等を参考に報酬を決定しております。また、客観
性、透明性の高い報酬体系とするため、取締役会より取締役の個人別の報酬等の決定に
ついて委任を受けた、社外取締役が委員の過半数を占める「報酬委員会」の決議により
公正に決定しております。
なお、取締役の個人別の報酬等の決定について報酬委員会に委任した理由は、取締役

の人事・処遇に係る運営の透明性を高め、経営機構の健全性を維持する目的から、独立
性の高い構成となっている報酬委員会が適していると判断したためであります。

ⅱ 取締役の報酬等の体系
月額報酬（固定報酬）によって構成しております。

ⅲ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2020年11月28日開催の第14回定時株主総会において、以下のとおり決議いただい

ております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）の員数は５名（うち社外取締役１名）であります。
・月額報酬（固定報酬）の総額は、年額100,000千円以内（ただし、使用人分給与は
含まない。）としております。また、2021年１月５日開催の臨時株主総会において、
上記報酬とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する新株予約権
の付与のための報酬額として年額9,200千円以内と決議いただいております。なお、当
該臨時株主総会終結時点での取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は５名
（うち、社外取締役は１名）であります。
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ⅳ 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、2020年９月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容

に係る決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましては、次のとおりでありま

す。なお、本決定方針をもとに「報酬委員会」において個人別の報酬等の内容が決議さ
れます。
【月額報酬（固定報酬）について】
・月額報酬の額は、前記株主総会において承認された範囲内で、職責や世間水準を勘
案して決定しております。
・月額報酬を与える時期は、取締役の任期（選任後１年以内に終結する事業年度のう
ち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで）中の毎月としております。

ⅴ 取締役の個人別の報酬等の決定方法
取締役の個人別の報酬等を決定するにあたっては、取締役会より委任を受けた「報酬

委員会」でその内容について審議し、決議することとしております。なお、報酬委員会
は、鈴木規之(代表取締役執行役員社長(委員長))、辻本希世士(社外取締役)、岩﨑文夫
(社外取締役・監査等委員)、山元教有(社外取締役・監査等委員)の４名で構成する委員
会になります。報酬委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬
について、透明性及び公平性を確保する目的で設置され、職務、成果及び貢献度等を総
合的に判断し、個別の報酬に関する審議を行い、決定しております。報酬委員会は、原
則として定時株主総会終了後に開催しております。

ⅵ 取締役の個人別の報酬等の内容が上記決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由
社外取締役が過半数を占める「報酬委員会」において、審議及び決定が行われている

ことから、同決定内容は、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
ⅶ 取締役（監査等委員）の報酬についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員）の報酬等の限度額は、2020年11月28日開催の第14回定時株
主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会
終結時点での取締役（監査等委員）の員数は３名（うち、社外取締役は２名）でありま
す。
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ⅷ 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分
報酬等の
総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
員数
（名）固定報酬 業績連動報酬等 譲渡制限付

株式報酬
取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）
（うち社外取締役）

20,547
（2,280）

20,547
（2,280）

−
（−）

−
（−）

5
（1）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

6,960
（3,840）

6,960
（3,840）

−
（−）

−
（−）

3
（2）

合 計
（うち社外役員）

27,507
（6,120）

27,507
（6,120）

−
（−）

−
（−）

8
（3）

（注）１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与
は含まれておりません。

２．当事業年度末（2025年８月31日）時点における取締役の在籍人員は８名（取締役（監査等委員で
ある取締役を除く。）５名、取締役（監査等委員）３名）であります。

⑤ 社外役員に関する事項
ⅰ 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役 辻本希世士氏は、辻本法律特許事務所所長及び国立大学法人山口大学客
員教授であり、辻本法律特許事務所及び国立大学法人山口大学と当社との間には、取引
その他特別な関係はありません。
社外取締役（監査等委員）山元教有氏は、澤電気機械株式会社営業部部長であり、澤

電気機械株式会社と当社との間には、取引その他特別な関係はありません。
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ⅱ 当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 取締役会
出席回数

監査等委員会
出席回数 発 言 状 況 等

社外取締役 辻本希世士 21/21 −

当事業年度の開催の取締役会の
全てに出席し、弁護士・弁理士と
しての法律・知的財産権に関する
経験と知識を有し、その専門的見
地からの有効な助言を行っており
ます。

社外取締役
（監査等委員） 岩﨑文夫 21/21 14/14

当事業年度の開催の取締役会及
び監査等委員会の全てに出席し、
経営者としての経験と知識を有し
ていることから、その知識、経験
に基づく経営全般の助言を行って
おります。

社外取締役
（監査等委員） 山元教有 21/21 14/14

当事業年度の開催の取締役会及
び監査等委員会の全てに出席し、
中小企業診断士としての財務、会
計に関する相当程度の知識を有し
ていることから、その専門的見地
からの有効な助言を行っておりま
す。

また、会議では、それぞれ積極的に発言をしており、そこでは妥当性、適法性だけで
なく、経営の効率性という観点から発言をしています。なお、経営会議へは、全社外取
締役が全て出席しております。
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（3）会計監査人に関する事項
① 名称 海南監査法人

② 会計監査人としての報酬等の額
監査証明業務に基づく報酬 (千円) 非監査証明業務に基づく報酬 (千円)

当 社 19,500 −
連結子会社 − −
合 計 19,500 −

（注）１．当社の子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
２．当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記②の金額にはこ
れらの合計額を記載しております。

③ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が同意を

した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」及び
「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査
人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置等の内容、前年度の
監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積の
算出根拠及び当社の事業規模や事業内容に照らして適切かどうかについて上場企業の監査
報酬額との比較を行う等、総合的に検証した結果を踏まえ、同意しております。

④ 会計監査人の選定理由及び解任・不再任の方針
当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、改

善の見込みがないと認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が
会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後
最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたし
ます。また、監査等委員会は、上記の場合のほか、会計監査人の独立性及び専門性、並び
に会計監査人の職務の執行に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した
場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会議案の内容を決定する方針で
す。
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（4）業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会

社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制
についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。

① 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

ⅰ取締役及び執行役員は、企業倫理の確立並びに取締役及び使用人による法令、定款及び
社内規程の遵守の確保を目的として制定した「アスタリスクグループ倫理規程」及び
「コンプライアンス規程」を率先垂範するとともに、その遵守の重要性につき繰り返し
情報発信することにより、その周知徹底を図る。

ⅱ管理統括室戦略総務セクションは、「アスタリスクグループ倫理規程」及び「コンプラ
イアンス規程」の周知徹底のための活動を行い、内部監査担当は、アスタリスクグルー
プにおける法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案
等を行う。

ⅲ取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見し
た場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告
する。

ⅳ監査等委員及び第三者機関を情報提供先とする内部者通報制度「内部通報制度運用規
程」の利用を促進し、アスタリスクグループにおける法令違反又は「アスタリスクグル
ープ倫理規程」及び「コンプライアンス規程」の違反又はそのおそれのある事実の早期発
見に努める。

ⅴ市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するととも
に、これら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙
げて毅然とした態度で対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
ⅰ情報セキュリティについては、「セキュリティ規程」及び「個人情報保護規程」に基づき、
情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のため
の施策を継続的に実施する。情報セキュリティに関する具体的施策については、「コン
プライアンス・情報セキュリティ委員会」で審議し、アスタリスクグループ全体で横断
的に推進する。

ⅱ取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び
「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
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ⅲ株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、重要事項に関する決裁など、取締
役の職務の執行に必要な文書については、取締役が常時閲覧することができる方法で保
存、管理する。

ⅳ個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ事業部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを
選定した上で、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。

ⅱスタッフ部門は、その担当事項に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリス
クを選定した上で、具体的な対応方針及び対策を決定し、リスク管理を適切に実施する
とともに、担当事項に関して事業部門及び子会社が行うリスク管理を横断的に支援す
る。

ⅲ事業部門及びスタッフ部門は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスク
を洗い出し、適切にリスク管理を実施する。

ⅳコンプライアンス・情報セキュリティ委員会は、リスク管理に関する重要な事項を審議
するとともに、アスタリスクグループのリスク管理の実施について監督する。

ⅴ経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項について
は、経営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会にお
いて報告する。

ⅵ事業部門及びスタッフ部門は、アスタリスクグループの事業に関する重大なリスクを認
識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに管掌取締役に
その状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役会及び監査等委員会
に報告する。

ⅶアスタリスクグループのリスク管理体制及びリスク管理の実施状況については、内部監
査担当と連携して監査を行う。

④ 取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
ⅰ取締役会は、執行役員に対して権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決定及び
機動的な職務執行を推進する。

ⅱ取締役会は、原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動
的な意思決定を行う。

ⅲ取締役会は、アスタリスクグループのローリングプラン（中期経営目標）並びにマスタ
ープラン（年間計画）を決定し、その執行状況を監督する。
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ⅳ執行役員は、取締役会で定めたローリングプラン及びマスタープランに基づき効率的な
職務執行を行い、その進捗状況については、事業責任者会議及び経営会議で確認し、取
締役会に報告する。

ⅴ取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に報告する。
ⅵ執行役員その他の使用人の職務権限の行使は、「職務権限規程」及び「稟議規程」に基
づき適正かつ効率的に行う。

⑤ アスタリスクグループにおける業務の適正を確保するための体制
ⅰ当社は、「アスタリスクグループ倫理規程」を通じて、子会社の遵法体制その他その業
務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行う。

ⅱ当社は、アスタリスクグループにおける経営の健全性及び効率性の向上を図るため、各
子会社について、取締役を必要に応じて派遣するとともに、重要な案件は経営会議で審
議し、当社主管部門である管理統括室は、子会社の事業運営に関する重要な事項につい
て子会社から報告を受け、協議を行う。

ⅲアスタリスクグループにおける経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のために必要
なときは、子会社の事業運営に関する重要な事項について、子会社の職務権限規程に則
り当社の承認を必要とするほか、特に重要な事項については当社の経営会議での審議及
び取締役会への付議を行う。

ⅳ管理統括室は、子会社がその業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出
し、適切にリスク管理を行えるよう指導及び支援する。

ⅴ内部監査担当は、業務の適正性に関する子会社の監査を行う。
ⅵ監査等委員は、往査を含め、子会社の監査を行うとともに、アスタリスクグループにお
ける業務の適正の確保のため、内部監査担当と意見交換等を行い、連携を図る。

ⅶ当社は、アスタリスクグループにおける業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロ
セスの改善及び標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化を図る。

⑥ 監査等委員の職務を補助すべき使用人及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事
項
監査等委員が、自らの職務遂行を補助する使用人の設置を希望した場合は、専任スタッ

フを配置する。当該スタッフの人事考課、異動、懲戒等については、監査等委員の承認を
要する。
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⑦ 監査等委員会の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会から職務を補助すべき者として配置された使用人等は監査等委員会から指

示を受けた業務を執行することとし、取締役はそれに基づく当該使用人等の職務の執行を
妨げない。

⑧ 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関
する体制

ⅰ取締役及び使用人は、監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関
する報告を行う。また、当社は、子会社の取締役及び使用人が、監査等委員の求めに応
じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行うよう指導する。

ⅱ管理統括室長は、アスタリスクグループにおける内部者通報制度「内部通報制度運用規
程」の運用状況を確認するとともに、監査等委員に定期的に報告する。また、管理統括
室長及び管理統括室戦略総務セクションマネージャーは、アスタリスクグループの取締
役に「コンプライアンス規程」及び「倫理規程」に違反する事実があると認める場合そ
の他、緊急の報告が必要な場合は、監査等委員に直ちに報告する。

ⅲ内部者通報制度に基づく通報又は監査等委員に対する職務の執行状況その他に関する報
告を行ったことを理由として、アスタリスクグループの取締役及び使用人に対し不利な
取り扱いを行わない。

ⅳ重要な決裁書類は、監査等委員の閲覧に供する。

⑨ 監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ監査等委員は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。
ⅱ常勤の監査等委員に対しては、執務環境の独立性に配慮する。
ⅲ監査等委員は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができ
る。

ⅳ監査等委員は、月１回定時に監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催
し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的
に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。

ⅴ監査等委員が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じ
る。
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（5）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
「(4) 業務の適正を確保するための体制」に掲げた業務の適正を確保するための体制を整
備しておりますが、当事業年度（2024年9月１日から2025年8月31日まで）は、以下の具
体的な取り組みを行っております。
①主な会議の開催状況として、取締役会は21回開催され、取締役の職務執行の適法性を
確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、社外取締役が、全ての
取締役会に出席いたしました。その他、監査等委員会は14回、経営会議は50回開催し、
全取締役が全ての経営会議に参加いたしました。

②内部監査担当は、独立した観点から内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社の内
部監査を実施しており、法令・定款・社内規程等に違反している事実の有無を検証して
おります。

③監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当
社代表取締役及び他の取締役、内部監査担当、会計監査人との間で意見交換を実施し、
情報交換等の連携を図っております。内部監査担当は、内部監査計画に基づき、当社の
各部門の業務執行及び子会社の業務の監査を実施いたしました。

（6）会社の支配に関する基本方針
当社は会社の支配に関する基本方針は定めておりません。

（7）親会社等との間の取引に関する事項
該当事項はありません。

（8）剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、内部留保の適正化を当面の課題として、今期は剰余金の配当はしない方針です。

今後は、利益の確保により早期に剰余金水準の適正化を図り、株主に還元していく方針であ
ります。
毎事業年度における剰余金の配当については、第２四半期末日を基準日とする中間配当と

期末配当の年２回とし、それぞれの決定機関は取締役会の決議をもって行うことができる
旨、定款に定めております。ただし、当面は、原則として期末配当の決定を株主総会に諮る
こととしています。

以 上
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連 結 貸 借 対 照 表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売掛金及び契約資産
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
建物減価償却累計額
建 物 附 属 設 備
建物附属設備減価償却累計額
構 築 物
構築物減価償却累計額
車 両 運 搬 具
車両運搬具減価償却累計額
工 具 器 具 備 品
工具器具備品減価償却累計額
土 地

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

1,729,612
932,258
276,383
404,829
40,655
77,738
△2,253

1,051,601
898,609
485,393
△26,304
167,501
△48,998
18,651
△3,301

641
△641

206,552
△193,475
292,589
21,489
21,489
131,502
101,250

1,611
28,641

流 動 負 債 984,390
買 掛 金 83,824
短 期 借 入 金 650,000
１年内返済予定の長期借入金 21,658
未 払 金 49,739
未 払 法 人 税 等 21,865
契 約 負 債 30,939
賞 与 引 当 金 47,444
製 品 保 証 引 当 金 1,390
受 注 損 失 引 当 金 28,464
そ の 他 49,064

固 定 負 債 67,597
長 期 借 入 金 50,020
資 産 除 去 債 債 務 1,543
繰 延 税 金 負 債 16,033

負 債 の 部 合 計 1,051,988
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 1,716,495

資 本 金 983,510
資 本 剰 余 金 973,510
利 益 剰 余 金 △240,475
自 己 株 式 △48

その他の包括利益累計額 11,927
為 替 換 算 調 整 勘 定 11,927

新 株 予 約 権 803
純 資 産 の 部 合 計 1,729,225

資 産 の 部 合 計 2,781,213 負債及び純資産合計 2,781,213
（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年

９
８

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,666,306
売 上 原 価 1,044,729

売 上 総 利 益 621,577
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 747,226

営 業 損 失 125,649
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 877
雑 収 入 106
為 替 差 益 2,260 3,243

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,402
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2
そ の 他 160 6,565

経 常 損 失 128,970
特 別 利 益
補 助 金 収 入 19 19

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 3,239
減 損 損 失 32,195
そ の 他 130 35,564

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 164,515
法 人 税 ･ 住 民 税 及 び 事 業 税 14,157
法 人 税 等 調 整 額 3,620 17,777
当 期 純 損 失 182,293
非支配株主に帰属する当期純損失 −
親会社株主に帰属する当期純損失 182,293

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2024
2025

年
年

９
８

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本 その他の包括
利益累計額

新株予約権 純資産合計
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 為替換算

調整勘定

当期首残高 806,087 796,087 △58,182 △44 1,543,947 △4,650 − 1,539,297

当期変動額

新株の発行 177,422 177,422 354,845 354,845
親会社株主に帰属
する当期純損失 △182,293 △182,293 △182,293

自己株式の取得 △4 △4 △4

株主資本以外の項
目の当期変動額
(純額)

16,578 803 17,381

当期変動額合計 177,422 177,422 △182,293 △4 172,547 16,578 803 189,928

当期末残高 983,510 973,510 △240,475 △48 1,716,495 11,927 803 1,729,225

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（2025年８月31日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 1,467,719 流 動 負 債 959,010
現 金 及 び 預 金 755,244 買 掛 金 74,460
売掛金及び契約資産 276,754 短 期 借 入 金 650,000
商 品 及 び 製 品 387,843 1年内返済予定の長期借入金 21,658
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 40,655 未 払 金 45,196
前 渡 金 6,155 未 払 費 用 6,355
前 払 費 用 4,528 未 払 法 人 税 等 20,662
そ の 他 7,645 預 り 金 1,964
貸 倒 引 当 金 △11,108 契 約 負 債 30,365

固 定 資 産 1,169,732 賞 与 引 当 金 41,000
有 形 固 定 資 産 900,544 製 品 保 証 引 当 金 1,390

建 物 484,953 受 注 損 失 引 当 金 28,464
建物減価償却累計額 △25,864 そ の 他 37,493
建 物 附 属 設 備 148,379 固 定 負 債 51,929
建物附属設備減価償却累計額 △29,875 長 期 借 入 金 50,020
構 築 物 18,101 資 産 除 去 債 務 1,543
構築物減価償却累計額 △2,751 繰 延 税 金 負 債 365
車 両 運 搬 具 641 負 債 の 部 合 計 1,010,939
車両運搬具減価償却累計額 △641
工 具 器 具 備 品 218,326
工具器具備品減価償却累計額 △203,314 純 資 産 の 部
土 地 292,589 科 目 金 額

無 形 固 定 資 産 29,620 株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金
利 益 剰 余 金

その他利益剰余金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
新 株 予 約 権

1,625,709
983,510
973,510
973,510

△331,261
△331,261
△331,261

△48
803

ソ フ ト ウ エ ア 29,620
投 資 そ の 他 の 資 産 239,567

投 資 有 価 証 券 101,250
出 資 金 1
関 係 会 社 株 式 4,830
長 期 前 払 費 用 8,782
関係会社長期貸付金 631,897
そ の 他 12,814
貸 倒 引 当 金 △520,008 純 資 産 の 部 合 計 1,626,512

資 産 の 部 合 計 2,637,452 負 債 及 び 純 資 産 合 計 2,637,452
（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（2024
2025

年
年

９
８

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 1,615,597
売 上 原 価
期 首 商 品 棚 卸 高 530,039
当 期 商 品 仕 入 高 466,068
他 勘 定 受 入 高 23,360
当 期 製 品 製 造 原 価 348,767
合 計 1,368,235
他 勘 定 振 替 高 △22,194
期 末 商 品 棚 卸 高 387,843 1,002,586

売 上 総 利 益 613,011
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 597,301

営 業 利 益 15,709
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 8,762
雑 収 入 99
為 替 差 益 4,834 13,696

営 業 外 費 用
支 払 利 息 6,402
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 221,638 228,040

経 常 損 失 198,635
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 44 44

税 引 前 当 期 純 損 失 198,679
法 人 税 ･ 住 民 税 及 び 事 業 税 12,508
法 人 税 等 調 整 額 △368 12,140
当 期 純 損 失 210,820

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2024
2025

年
年

９
８

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

新株予約権 純資産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合計

そ の 他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰 余 金

当期首残高 806,087 796,087 796,087 △120,441 △120,441 △44 1,481,688 − 1,481,688

当期変動額

新株の発行 177,422 177,422 177,422 354,845 354,845

当期純損失 △210,820 △210,820 △210,820 △210,820
自己株式の
取得 △4 △4 △4

株主資本以
外の項目の
当期変動額
（純額）

803 803

当期変動額合計 177,422 177,422 177,422 △210,820 △210,820 △4 144,020 803 144,823

当期末残高 983,510 973,510 973,510 △331,261 △331,261 △48 1,625,709 803 1,626,512

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年10月20日

株式会社アスタリスク
取締役会 御中

海南監査法人
大阪事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 坂 東 和 宏
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 中須賀 高 典

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アスタリスクの2024年９月１日から

2025年８月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社アスタリスク及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関
する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2025年10月20日
株式会社アスタリスク
取締役会 御中

海南監査法人
大阪事務所
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 坂 東 和 宏
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 中須賀 高 典

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アスタリスクの2024年９月１日

から2025年８月31日までの第19期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用にお
ける取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

第19期 監査等委員会監査報告書
当監査等委員会は、2024年9月1日から2025年8月31日までの第19期事業年度の取締役の職務の執行の

監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1.監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内

容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、
下記の方法で監査を実施いたしました。

1. 監査等委員会が定めた監査基準に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社兼研究所、AsReader Base及び東京事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の
適正を確保するために必要なものとして会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに定められた事
項に関する取締役会の決議並びに整備、運用状況について、取締役及び使用人等から定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。子会社については、子会社の取締役等と意思
疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

2. 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制」(会社計算規則
第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及び、その附属明細書並びに連結計算書類(連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。
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2.監査の結果
1. 事業報告等の監査結果
1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認

めます。
2) 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ

ません。
3) 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役会の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

2. 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

3. 連結計算書類の監査結果
会計監査人海南監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年10月20日
株式会社アスタリスク監査等委員会

常勤取締役監査等委員 石 田 泰 一 ㊞
取締役監査等委員 岩 﨑 文 夫 ㊞
取締役監査等委員 山 元 教 有 ㊞

（注）監査等委員岩﨑文夫、監査等委員山元教有は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に定める社
外取締役であります。

以 上
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を採用しています。

株主総会会場ご案内図
会 場 大阪市淀川区西中島５-14-10 新大阪トヨタビル９F

アットビジネスセンターPREMIUM新大阪（正面口駅前）901号室
交通のご案内 JR 「新大阪」駅 正面口 徒歩３分

地下鉄 御堂筋線「新大阪」駅 南改札７番徒歩１分

◎駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
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